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新型コロナウイルス感染症に係る保育所等の登園基準について

　白石町内の保育施設の利用については、次のとおり対応させていただきますので、感染拡大を防ぐためのご理解とご協力をよろしくお願いします。

登園の基準について

登園前に、子どもの体温計測の徹底をお願いします。

①から②のいずれかに該当する場合は、登園をお控えください。

①   子どもが感染者の濃厚接触者又は要待機者に特定された場合

（登園を避ける期間の基準：濃厚接触者…感染者と最後に濃厚接触した日から起算して５日間、要待機者…３日間）

②登園前に子どもの体温を計測し、発熱や呼吸器症状（咳など）が認められる場合

（登園を避ける期間の基準：解熱後２４時間以上経過し、呼吸器症状が改善傾向となるまで）

フロー図

※1 陽性者の発症日（検体採取日）と同時に感染対策を開始した場合

※2 まん延防止等重点措置の期間は可能な限り解熱後３日間は登園を避けていただくようお願いします。

登園を控える

◎子どもが、感染者の「濃厚接触者」に特定されたか？

濃厚接触者…必要な感染予防策なしで手で触れること、または対面で会話すること

が可能な距離(目安として２ｍ)で感染者と接触した方、同居家族等

登園を控える

登 園 可 能

感染者と最後に濃厚接触した日
から起算して５日間経過 ※1

された

登園前に、子どもの検温
発熱や呼吸器症状(咳など)があるか？

ある ない

◎子どもが、保育所等にて「要待機者」に特定されたか？

要待機者…佐賀県のコロナチェックリストに基づき、濃厚接触者の可能性

がある方など

登園を控える

解熱後24時間以上経過し、咳
などの症状がなくなった ※2

登園前に、子どもの検温
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登園を控える

登園を控える

感染者と最後に濃厚接触した日
から起算して3日間経過

された

登園前に、子どもの検温
発熱や呼吸器症状(咳など)があるか？

ある ない


